
 

担当    :

住所    :

設　計　書

㈱ｴｰｼﾞｪﾝﾄ･ｻﾎﾟｰﾄﾈｯﾄ西葛西店
永嶋　元

〒 134-0088
江戸川区西葛西
５－１０－１３
栄華ビル１階

TEL ： 03-3804-9656

〒100-0005 東京都千代田区丸の内 1-1-3 ＡＩＧビル
Tel 03-3284-4111(代)

この設計書は、当該商品のパンフレットにつけ加えて、あなたにおすすめするプランを記載したものです。

ご検討にあたっては必ず当該商品の｢パンフレット｣、｢ご契約に際しての重要事項(注意喚起情報・契約概要)｣、

｢ご契約のしおり・約款｣もあわせてご覧ください。

なお、ご契約後の保障内容につきましては、すべて保険証券に記載されているとおりとなりますのでお確かめください。

ＳＴ０６－３６３２

Ver015.0A



設計基準日：
作　成　日：

設 計 内 容

被　保　険　者：

生　年　月　日：

所　属：

担当者：

ＴＥＬ：

あなたの保険内容は下記のとおりです。

保険はあなたの大切な財産です。ご契約に際しては保障額、ご負担される保険料、保障の期間にもご注意下さい。

保　険　種　類 保険期間 払込期間 初回保険料

平成19年 09月 01日
平成19年 08月 17日

（女性）

35歳 （個別）

東京南支社

永嶋　元

03-3804-9656    ご契約年齢    ：

* 収入保障保険(解約返戻金抑制型)55歳 55歳       15万円 2,280 円

（定額型  確定保証期間５年）

  特定疾病診断保険料払込免除特約

月払   合計保険料 2,280 円

保険金・口数

収入保障保険（解約返戻金抑制型）定額型(最終払込期月 2027年08月)

*にはリビング・ニーズ特約が付加されております。

●収入保障保険（解約返戻金抑制型）は、保険料払込期間中に保険契約を解約した場合には
　解約返戻金はありません。
●特定疾病診断保険料払込免除特約が付加されている場合の主契約保険料および主契約に付加されているその他の特約保険料は、

　この特約が付加される場合の保険料率を適用しますので、付加しない場合の保険料に比べ、高くなります。

●この設計書は、当該条件に基づき設計された保障内容等を例示したものです。

◆ 初回合計保険料 2,280 円



１ 死亡時保障グラフ　　保障金額の推移

２ 初年度死亡・障害の保障

死亡されたとき

病気の場合

ガンの場合

災害の場合

高度障害状態に
なられたとき

病気の場合

ガンの場合

災害の場合

災害で障害状態になられたとき ～ 万円

余命６ヵ月以内と判断されたとき 万円
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（万円）

（歳）

病気死亡時一時金受取額の推移 869.2万円 ～ 3,046.3万円

災害死亡時一時金受取額の推移 869.2万円 ～ 3,046.3万円

設計基準日： 平成19年 09月 01日
作　成　日： 平成19年 08月 17日

主たる被保険者の契約年齢：35歳
　　　　　　　　　　性別：女性

保障内容（ご本人様）

******

******

******

******

******

******

****** ******

******

 3,046.3 万円

 3,046.3 万円

 3,046.3 万円

 3,046.3 万円

 3,046.3 万円

 3,046.3 万円

 1,000

・死亡・高度障害保険金額は、収入保障保険（解約返戻金抑制型）の初年度初月の一時金受取額を含みます。

・収入保障保険（解約返戻金抑制型）にリビング・ニーズ特約を付加した場合、特約基準保険金額は、ご請求日から6ヵ月後の月払

　給付金未払分現価相当額またはご請求日における主契約の月払給付金現価相当額のいずれか小さい額で、かつ1,000万円以内を

　限度としてお支払いします。尚、上記表については、ご契約時から1年後の金額を基に表示しています。

・被保険者が責任開始時以後の特定疾病（悪性新生物・急性心筋梗塞・脳卒中）を原因として、保険料払込期間中に所定の状態に

　該当されたとき、次期以後の保険料（各特約保険料を含む）の払込みが免除されます。ただし、悪性新生物の保障の開始日は、

　第１回保険料の領収または告知のいずれか遅い時よりその日を含めて91日目からです。

  （特定疾病診断保険料払込免除特約を付加した場合の収入保障保険（解約返戻金抑制型））

●この設計書は、当該条件に基づき設計された保障内容等を例示したものです。



３ 入院の保障

 入院された

 とき

初期入院一時金
疾病または災害で入院した場合 第１回初期入院一時金 １入院につき

当該入院が通算８日に達した場合 第２回初期入院一時金 １入院につき

集中治療給付金
疾病・災害で所定の
集中治療室管理を受けた場合

１日につき

設計基準日： 平成19年 09月 01日
作　成　日： 平成19年 08月 17日

主たる被保険者の契約年齢：35歳
　　　　　　　　　　性別：女性

保障内容（ご本人様）

 ****** 円

 ****** 円

 ****** 円

病気で入院の場合

ガン以外の
特定疾病で入院の場合

ガンで入院の場合

災害で入院の場合

 病気で入院された場合の保障は付いていません。　　　　　　

 ガン以外の特定疾病で入院された場合の保障は付いていません。

 ガンで入院された場合の保障は付いていません。　　　　　　

 災害で入院された場合の保障は付いていません。　　　　　　

●この設計書は、当該条件に基づき設計された保障内容等を例示したものです。



４ 手術の保障

手術を受け

られたとき

病気で手術の場合

ガンで手術の場合 ｝(所定の手術の種類 　に応じて1回につき)

災害で手術の場合

５ 退院の保障

退院されたとき （１入院の退院につき）

６ 通院の保障

通院されたとき

病気の場合

ガンの場合

災害の場合

災害の場合(入院の有無に関わらず)

｝(１日につき)
７ 各種一時金の保障

三大特定疾病で所定の状態になられたとき

急性心筋梗塞・脳卒中で所定の
状態になられたとき

糖尿病・心疾患・高血圧性疾患・脳血管疾患で
継続２０日以上の入院をされたとき

ガンの保障
悪性新生物

上皮内新生物

一括

一括

一括

一括

一括

設計基準日： 平成19年 09月 01日
作　成　日： 平成19年 08月 17日

主たる被保険者の契約年齢：35歳
　　　　　　　　　　性別：女性

保障内容（ご本人様）

****** 万円

****** 万円

****** 万円

******* 万円

******* 万円

****** 万円

******* 円

******* 円

******* 円

******* 円

******* 万円

******* 万円

******* 万円

●この設計書は、当該条件に基づき設計された保障内容等を例示したものです。



ご提案プランの内容

経過

年数

(年)

年齢

(歳)

設計基準日： 平成19年 09月 01日
作　成　日： 平成19年 08月 17日

主たる被保険者の契約年齢：35歳
　　　　　　　　　　性別：女性

(1)

支払保険料

累計

(円)

(2)

解約

返戻金

(万円)

(3)

月払給付金

受取累計額

(万円)

(4)

病気死亡時

一時金受取額

(万円)

ご契約時 35 - - 3,600.0 3,046.3

1 36 27,360 0.0 3,420.0 2,919.0

2 37 54,720 0.0 3,240.0 2,789.4

3 38 82,080 0.0 3,060.0 2,657.4

4 39 109,440 0.0 2,880.0 2,523.0

5 40 136,800 0.0 2,700.0 2,386.0

6 41 164,160 0.0 2,520.0 2,246.5

7 42 191,520 0.0 2,340.0 2,104.5

8 43 218,880 0.0 2,160.0 1,959.7

9 44 246,240 0.0 1,980.0 1,812.4

10 45 273,600 0.0 1,800.0 1,662.3

11 46 300,960 0.0 1,620.0 1,509.4

12 47 328,320 0.0 1,440.0 1,353.7

13 48 355,680 0.0 1,260.0 1,195.2

14 49 383,040 0.0 1,080.0 1,033.8

15 50 410,400 0.0 900.0 869.2

16 51 437,760 0.0 900.0 869.2

17 52 465,120 0.0 900.0 869.2

18 53 492,480 0.0 900.0 869.2

19 54 519,840 0.0 900.0 869.2

20* 55 547,200 0.0 900.0 869.2

●収入保障保険（解約返戻金抑制型）は、保険料払込期間中に保険契約を解約した場合には
　解約返戻金はありません。

※ご契約内容を変更された場合、上記数値は変更されます。

※上記数値は、各年ごとの経過年数末日の数値で記載しています。

 (2)：ご契約（主契約および付加された特約の全てを含みます）を解約された場合にお受取りになる金額です。その際、ご契約

　　　は消滅します。

 (3)：月払給付金を保険期間（確定保証期間）満了時までお受取りになられた累計額で月払給付金以外に支払われる保険金・給

　　　付金がある場合、これとは別に病気死亡時／災害死亡時保険金等をお受取になれます。

 (4)：月払給付金を一時金として受け取られたものと他の病気死亡保険金の合計額で、月払給付金受取総額とは重複してお受取

　　　にはなれません。

●この設計書は、当該条件に基づき設計された保障内容等を例示したものです。


